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1. 目的 

 

(１) 白馬村の財務書類について  

本村では、歳入歳出決算書といった金銭の流量情報（フロー情報）からの「経常収支比率」、「実質公債費

比率」等の財政指数による財政分析を行っています。 

また、平成 23年度（平成 22年度決算）からは、歳入歳出決算による財政分析に加え、資産や負債等に関

する蓄積情報（ストック情報）を明らかにすることにより、財政状況の的確な把握に務めるため、総務省の

新地方公会計モデル（総務省方式改訂モデル）に基づく財務諸表を公表してきました。 

今回作成した統一的な基準による地方公会計制度に基づく財務書類は、平成 26 年度に総務省から「統一

的な基準」が示され、全ての地方公共団体は平成 29 年度末までにこの基準に準拠した財務書類の作成が必

要となったことに対応するものです。総務省が公表した新しい基準に基づいて、固定資産台帳と複式簿記を

用いてすべての取引を伝票単位で仕訳を行っており、これまでの総務省方式改訂モデルとは異なるもので

す。 

本村は、平成 27年度末の固定資産台帳整備を完了させ、平成 28年度決算より「統一的な基準」による貸

借対照表（BS）、行政コスト計算書（PL）、純資産変動計算書（NW）、資金収支計算書（CF）の４つの財務書

類を作成しています。 

今回作成した、令和３年度決算に係る財務書類は、一般会計等、全体（一般会計等及び公営事業会計）、

連結（全体及び一部事務組合と村が出資・出捐している第三セクター、土地開発公社等）の３種類を作成し

ています。 

 

(２) 財務書類の作成方法  

「統一的な基準」における複式簿記仕訳は、期末一括仕訳と日々仕訳があります。両者の違いは、仕訳の

タイミングの違いにあります。期末一括仕訳は、年度終了後に総務課が決算データの仕訳を行い、財務書類

を作成します。本村では、令和３年度決算分につきましては、この期末一括仕訳により財務書類を作成しま

した。 

 

◆財務書類作成対象団体 

作成又は連結対象の会計は、下記のとおりです。 
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2. 一般会計等財務書類 １会計 

・一般会計  

 

《貸借対照表》 

貸借対照表とは住民サービスを提供するために保有している財産（資産）と、その財産をどのような財

源（負債・純資産）で賄ってきたかを総括的に対照表示した一覧表です。 

 

 

【資産】：将来にわたり公共サービスを提供することができる能力及び将来の経済的利益を表しています。

これは、次世代が受けることのできるサービスといえます。 

【負債】：過去の取引から生じた現在の債務であり、これを履行するために経済資源の流出をもたらすもの

です。これは、いわば次世代が負担する借金といえます。 

【純資産】：資産と負債の差額ですが、資産形成における財源を表しています。これは、現在までの世代が

すでに負担し、次の世代に引き継ぐ正味価値といえます。世代間の受益と負担の関係や、財政運営の状

況を判断するうえで参考になる数値といえます。 

 

  

（令和 4年 3月 31日現在） 単位：百万円 

借方 R3 R2 増減 貸方 R3 R2 増減 

【資産の部】       【負債の部】       

(将来の世代に残る財産の金額)    （将来の世代が負担する金額）    

１．有形固定資産 29,792 30,815 △1,023 １．固定負債 6,279 6,686 △407 

（道路、公園、学校、庁舎

など） 
   

（地方債や退職手当引当

金など） 
   

２．無形固定資産 70 96 △25 ２．流動負債 800 749 51 

（ソフトウェアなど） 
   

（１年内償還予定地方債、

賞与等引当金など） 
   

３．投資その他の

資産 
1,332 1,103 229      

（基金、貸付金、出資金

など） 
   負債合計 7,079 7,435 △356 

     【純資産の部】 

  

    

４．流動資産 1,494 1,274 220 （これまでの世代が負担した金額）   

（現金預金、財政調整基

金、未収金など）  
   純資産合計 25,609 25,852 △244 

資産合計 32,687 33,287 △600 
負債・純資産 

合計 
32,687 33,287 △600 
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【説明】  

令和３年度末時点で資産合計は 326億 87百万円、負債合計は 70億 79百万円、純資産合計は 256億 9百

万円となっております。  

そのうち純資産である 256億 9百万円については、過去の世代や国・県の負担で支払いが済んでおり、

負債である 70億 79百万円については、将来の世代が負担していくこととなります。  

 

【資産・負債等の構成】  

白馬村の資産のほとんどは公共施設・インフラ資産などの有形固定資産で、割合は以下のとおりです。  

また、純資産の割合が高いということは、資産について、現在までの世代による負担で形成し、将来の世

代へ引き継ぐものが多いことを意味しています。対して、地方債などの負債は、資産総額の 5分の１程度

と小さめです。  

 

 

 

◆主な増減理由 

（資産の部） 

・ 有形固定資産：主に、姫川通橋の橋梁修繕工事に伴う増加や、白馬村役場庁舎屋根改修工事に伴う

増加等と、減価償却による減少により、総額として減少しております。 

・ 無形固定資産：主に減価償却により減少しております。 

・ 投資その他の資産：主に、白馬村義務教育施設整備基金やふるさと白馬村を応援する基金等の積立

に伴う増加によるものです。 

・ 流動資産：主に、財政調整基金積立に伴う増加により、総額として増加しております。 

 

（負債の部） 

・ 固定負債：主に、地方債償還が進んだ結果、地方債残高が減少したことによるものです。 

・ 流動負債：主に、翌年度に償還しなければならない地方債の残高が令和２年度より増加したことに

よるものです。 

  

（単位：％） 

資産の構成  有形・無形固定資産 投資その他の資産 流動資産 計 

  91.3 4.1 4.6 100.0 

 

負債・純資産の構成 固定負債 流動負債 純資産 計 

  19.2 2.5 78.3 100.0 
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《行政コスト計算書》 

行政コスト計算書とは、１年間に行政サービスの提供に掛けた費用と使用料・手数料から得られた収入

を比較して示すものです。税収は経常収益ではなく、建物・設備などの１年間の物としての価値の「目減

り分」も費用とみなして「減価償却費」という項目で計上しています。 

 

 
自 令和 3 年 4月 1 日 

至 令和 4 年 3月 31 日 

 

単位：百万円 

  
R3 R2 増減 

【経常費用】 

Ａ                                   
6,504 7,015 △512 

１ 人件費 

（職員給与費、退職手当引当金繰入額等） 
1,066 992 74 

２ 物件費等 

（物件費、維持補修費、減価償却費等） 
2,844 2,571 272 

３ その他の業務費用 

（支払利息、徴収不能引当金等） 
61 127 △66 

４ 移転費用   

（社会保障給付費、補助金、繰出金等） 
2,533 3,325 △792 

【経常収益】 

Ｂ                                 
196 212 △16 

１ 使用料・手数料 48 46 1 

２ その他 148 165 △17 

純経常行政コスト Ｃ （Ａ－Ｂ）   6,308 6,804 △495 

１ 臨時損失 Ｄ  23 59 △36 

２ 臨時利益 Ｅ 12 2 9 

純行政コスト Ｃ＋（Ｄ－Ｅ） 6,319 6,860 △541 
 

【説明】 

令和３年度の経常費用は 65億 4百万円で、行政サービス利用に対する対価として、住民の皆さんが負担

する使用料や手数料などの経常収益は 1億 96百万円となり、経常収益から経常費用、臨時損失を引いた純

行政コストは 63億 19百万円となり、不足が生じています。  

この不足分については、村税や地方交付税などの一般財源や国県補助金などで賄っています。  

 

【分析】 

白馬村のコストの大部分は、物件費等（物件費・維持補修費・減価償却費等）と移転費用（社会保障給

付費・補助金・繰出金等）が占めています。また、性質別に分析してみると、物件費等と移転費用で、全

体の 83％とほとんどを占めています。  
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≪経常行政コストに占める割合（性質別主なもの）≫ 

 

科目名 R3 

物件費 22.8% 

減価償却費 17.8% 

補助金等 26.9% 

社会保障給付費 （扶助費） 4.9% 

職員給与費 11.1% 

他会計への繰出金 7.1% 

 

◆主な増減理由 

（経常費用） 

・ 人にかかるコスト：繰り入れるべき退職手当引当金繰入額が増加したこと等により増加しておりま

す。 

・ 物にかかるコスト：主に、除雪委託料の増加等により増加しております。 

・ その他のコスト：主に、固定資産税の不納欠損が減少したこと等により減少しております。 

・ 移転支出的なコスト：主に、特別定額給付金が皆減したこと等により減少しております。 

 

（経常収益） 

・ 使用料・手数料：令和２年度と比較して大きな増減はありませんでした。 

・ その他経常収益：令和２年度と比較して大きな増減はありませんでした。 

 

（臨時損益） 

・ 臨時損失：災害復旧事業費が皆減したこと等により減少しております。 

・ 臨時利益：令和２年度と比較して大きな増減はありませんでした。 
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《純資産変動計算書》 

純資産変動計算書とは、資産から負債を差し引いた残余（純資産）が会計期間中どのように増減したのか

について明らかにするものです。村の総額としての純資産の変動に加え、それがどのような財源や要因で増

減したかを表しています。 

  

自 令和 3 年 4月 1 日 

至 令和 4 年 3月 31 日                                 単位：百万円 

 R3 R2 増減 

期首純資産残高 25,852 26,307 △455 

純行政コスト △6,319 △6,860 541 

１ 財源 

（村税、地方交付税、国県補助金など） 
6,089 6,503 △414 

２ その他 

（無償所管換等、資産評価差額など） 
△13 △98 85 

本年度純資産変動額 △244 △455 211 

期末純資産残高 25,609 25,852 △244 

 

【説明】  

令和３年度の純資産変動計算書では、純行政コスト 63億 19百万円に対して、地方税などの一般財源

が 60億 89百万円で本年度差額は 2億 30百万円のマイナスとなっております。  

この 2億 30百万円やその他の純資産減少 13百万円のマイナスにより、令和３年度の純資産は、2億 44

百万円減少し、純資産残高は 256億 9百万円となりました。 

 

◆主な増減理由 

・ 財源：主に、地方交付税の増加や地方特例交付金が増加したこと等により税収等は増加した一方、

特別定額給付金給付事業費にかかる国庫補助金の皆減等により、財源は総額として減少しておりま

す。 
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《資金収支計算書》 

一般的に地方自治体は、税収や地方交付税などの財源が一定安定して収入されるので、業務活動収支で

黒字を確保出来ています。現金の流れを示すものであり、その収支の性質に応じて、経常的収支、公共資

産整備収支、投資・財務的収支などと区分して表示することで、地方公共団体の活動内容ごとの収支状況

を表しています。また、基礎的財政収支（プライマリーバランス）も示しています。 

 

自 令和 3 年 4月 1 日 

至 令和 4 年 3月 31 日                              単位：百万円  

 R3 R2 増減 

業務活動収支 829 631 198 

投資活動収支 △428 △644 217 

財務活動収支 △358 △29 △329 

本年度資金収支額 44 △42 86 

前年度末資金残高 114 157 △42 

本年度末資金残高 158 114 44 

本年度末歳計外現金残高 7 8 △1 

本年度末現金預金残高 165 123 42 

 

基礎的財政収支(プライマリーバランス)に関する情報 

  R3 R2 増減 

業務活動収支 8 億 29 百万円 6 億 31 百万円 1 億 98 百万円 

支払利息収支 23 百万円 28 百万円 △4 百万円 

業務活動収支(支払利息支出を除く) 8 億 52 百万円 6 億 59 百万円 193 百万円 

投資活動収支(基金にかかる収支除く) △11 百万円 △3 億 92 百万円 3 億 81 百万円 

基礎的財政収支 8 億 42 百万円 2 億 67 百万円 5 億 75 百万円 

 

【説明】  

業務活動収支は 8億 29百万円のプラス、投資活動収支は 4億 28百万円のマイナス、財務活動収支は

3億 58百万円のマイナスとなっています。 

結果として、令和３年度末資金残高は 1億 58百万円となり、同年度末歳計外現金残高を含めると 1億

65百万円となりました。 

また、令和３年度収支としては 44百万円のプラスとなりました。これは、業務活動収支のプラスが要

因です。 

 

◆主な増減理由 

・ 業務活動収支：主に、地方交付税の増加、地方特例交付金の増加等の結果、総額として業務活動収

支が増加しております。 

・ 投資活動収支：主に、昨年度発生していたＢ＆Ｇ海洋センター体育館改修工事支出や防災情報配信

システム整備工事支出が皆減したこと等により、総額として投資活動収支が増加しております。 

・ 財務活動収支：主に、地方債発行額が減少したことにより減少しております。  
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3. 全体財務書類 ６会計 

・一般会計 ・水道事業会計 ・下水道事業会計 

・国民健康保険事業勘定特別会計 ・後期高齢者医療特別会計 ・農業集落排水事業特別会計 

 

一般会計・特別会計６会計のすべてを含めたものを全体財務書類と呼びます。 

 

《全体貸借対照表》 

    （令和 4年 3月 31日現在） 単位：百万円 

借方 R3 R2 増減 貸方 R3 R2 増減 

【資産の部】       【負債の部】       

(将来の世代に残る財産の金額)  （将来の世代が負担する金額）    

１．有形固定資産 40,605 41,933 △1,328 １．固定負債 14,520 15,438 △919 

（道路、公園、学校、

庁舎など） 
   

（地方債や退職手当引当

金など） 
   

２．無形固定資産 84 108 △24 ２．流動負債 1,337 1,276 60 

（ソフトウェアなど） 
   

（１年内償還予定地方

債、賞与等引当金など） 
   

３．投資その他の

資産 
1,344 1,116 228     

（基金、貸付金、出資

金など） 
   負債合計 15,856 16,715 △858 

     【純資産の部】     

４．流動資産 2,578 2,284 293 （これまでの世代が負担した金額）  

（現金預金、財政調整

基金、未収金など）  
   純資産合計 28,754 28,726 28 

資産合計 44,610 45,441 △830 
負債・純資産 

合計 
44,610 45,441 △830 
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◆主な増減理由 

（資産の部） 

・ 有形固定資産：一般会計等財務書類の増減理由に追加して、下水道事業会計の固定資産にかかる減

価償却等により総額として減少しております。 

・ 無形固定資産：一般会計等財務書類の増減理由と同様の理由となります。 

・ 投資その他の資産：一般会計等財務書類の増減理由と同様の理由となります。 

・ 流動資産：一般会計等財務書類の増減理由と同様の理由となります。 

 

（負債の部） 

・ 固定負債：一般会計等財務書類の増減理由に追加して、下水道事業会計の地方債償還が進んだこと

等により減少しております。 

・ 流動負債：一般会計等財務書類の増減理由と同様の理由となります。 
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《全体行政コスト計算書》 

自 令和 3 年 4月 1 日 

至 令和 4 年 3月 31 日                                  単位：百万円 

  R3 R2 増減 

【経常費用】 

Ａ                                   
7,856 8,314 △459 

１ 人件費 

（職員給与費、退職手当引当金繰入額等） 
1,138 1,065 73 

２ 物件費等   

（物件費、維持補修費、減価償却費等） 
3,434 3,176 258 

３ その他の業務費用 

（支払利息、不能欠損等） 
141 219 △78 

４ 移転費用 

（社会保障給付費、補助金、繰出金等） 
3,143 3,854 △711 

【経常収益】 

Ｂ                                 
617 634 △17 

１ 使用料・手数料 445 448 △2 

２ その他 172 187 △15 

純経常行政コスト Ｃ （Ａ－Ｂ）  7,239 7,680 △441 

１ 臨時損失 Ｄ 32 66 △34 

２ 臨時利益 Ｅ 12 2 9 

純行政コスト Ｃ＋（Ｄ－Ｅ）  7,259 7,744 △485 
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◆主な増減理由 

（経常費用） 

・ 人にかかるコスト：一般会計等財務書類の増減理由と同様の理由となります。 

・ 物にかかるコスト：一般会計等財務書類の増減理由と同様の理由となります。 

・ その他のコスト：一般会計等財務書類の増減理由と同様の理由となります。 

・ 移転支出的なコスト：一般会計等財務書類の増減理由と同様の理由となります。 

 

（経常収益） 

・ 使用料・手数料：主に下水道事業会計の下水道使用料減少等により、総額として減少しておりま

す。 

・ その他経常収益：一般会計等財務書類の増減理由と同様の理由となります。 

 

（臨時損益） 

・ 臨時損失：一般会計等財務書類の増減理由と同様の理由となります。 

・ 臨時利益：一般会計等財務書類の増減理由と同様の理由となります。 

 

  



12 

 

《全体純資産変動計算書》 

自 令和 3 年 4月 1 日 

至 令和 4 年 3月 31 日                                  単位：百万円  

  R3 R2 増減 

期首純資産残高 28,726 28,905 △179 

 純行政コスト △7,259 △7,744 485 

１ 財源 

（村税、地方交付税、国県補助金など） 
7,295 7,658 △363 

２ その他 

（無償所管換等、資産評価差額など） 
△8 △93 85 

本年度純資産変動額 28 △179 207 

期末純資産残高 28,754 28,726 28 

 

◆主な増減理由 

・ 財源：一般会計等財務書類の増減理由と同様の理由となります。 
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《全体資金収支計算書》 

 

自 令和 3 年 4月 1 日 

至 令和 4 年 3月 31 日                              単位：百万円 

  R3 R2 増減 

業務活動収支 1,298 1,108 191 

投資活動収支 △516 △709 193 

財務活動収支 △665 △397 △268 

本年度資金収支額 117 2 115 

前年度末資金残高 882 880 2 

本年度末資金残高 999 882 117 

本年度末歳計外現金残高 7 8 △1 

本年度末現金預金残高 1,006 890 116 

 

◆主な増減理由 

・ 業務活動収支：一般会計等財務書類の増減理由と同様の理由となります。 

・ 投資活動収支：一般会計等財務書類の増減理由と同様の理由となります。 

・ 財務活動収支：一般会計等財務書類の増減理由と同様の理由となります。 
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4. 連結財務書類 ６会計＋10団体 

・一般会計  ・水道事業会計 ・下水道事業会計 ・国民健康保険事業勘定特別会計 

・後期高齢者医療特別会計 ・農業集落排水事業特別会計 ・白馬山麓事務組合 ・長野県後期高齢者医療広域連合 

・長野県地方税滞納整理機構 ・北アルプス広域連合 ・長野県市町村総合事務組合 ・中信地域町村交通災害共済事務組合 

・白馬村土地開発公社 ・白馬村社会福祉協議会 ・白馬村観光局 ・白馬村振興公社 

 

一般会計・特別会計のほか、一部事務組合・広域連合・地方三公社・第三セクター等を含めたものを連

結財務書類と呼びます。 

一部事務組合・広域連合は、経費負担割合等に応じて比例連結を行っています。 

地方三公社・第三セクター等は出資比率に応じ算入されます。（※原則として出資比率が 50％超のもの

が対象） 

財務書類の傾向は一般会計等や全体と同様です。 

 

《連結貸借対照表》  

    （令和 4年 3月 31日現在） 単位：百万円 

借方 R3 R2 増減 貸方 R3 R2 増減 

【資産の部】       【負債の部】       

(将来の世代に残る財産の金額)  （将来の世代が負担する金額）   

１．有形固定資産 42,232 43,606 △1,374 １．固定負債 14,966 15,921 △955 

（道路、公園、学

校、庁舎など） 
   

（地方債や退職手

当引当金など） 
   

２．無形固定資産 86 110 △24 ２．流動負債 1,505 1,446 58 

（ソフトウェアなど）    

（１年内償還予定

地方債、賞与等引

当金など） 

   

３．投資その他の

資産 
1,961 1,766 194     

（基金、貸付金、出

資金など） 
   負債合計 16,471 17,367 △896 

     【純資産の部】     

４．流動資産 2,908 2,634 274 （これまでの世代が負担した金額）  

（現金預金、財政調

整基金、未収金など）  
   純資産合計 30,716 30,749 △33 

資産合計 47,187 48,117 △930 
負債・純資産

合計 
47,187 48,117 △930 

 

  



15 

 

◆主な増減理由 

（資産の部） 

・ 有形固定資産：一般会計等財務書類及び全体財務書類の増減理由と同様の理由となります。 

・ 無形固定資産：一般会計等財務書類及び全体財務書類の増減理由と同様の理由となります。 

・ 投資その他の資産：一般会計等財務書類及び全体財務書類の増減理由と同様の理由となります。 

・ 流動資産：一般会計等財務書類及び全体財務書類の増減理由と同様の理由となります。 

 

（負債の部） 

・ 固定負債：一般会計等財務書類及び全体財務書類の増減理由と同様の理由となります。 

・ 流動負債：一般会計等財務書類及び全体財務書類の増減理由と同様の理由となります。 
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《連結行政コスト計算書》 

自 令和 3 年 4月 1 日 

至 令和 4 年 3月 31 日                                    単位：百万円 

  R3 R2 増減 

【経常費用】 

Ａ                                   
10,181 10,492 △311 

１ 人件費  

（職員給与費、退職手当引当金繰入額等） 
1,500 1,452 48 

２ 物件費等  

（物件費、維持補修費、減価償却費等） 
4,428 4,093 334 

３ その他の業務費用  

（支払利息、不能欠損等） 
179 278 △99 

４  移転費用  

（社会保障給付費、補助金、繰出金等） 
4,075 4,668 △594 

【経常収益】 

Ｂ                                 
1,143 1,087 56 

１ 使用料・手数料 536 555 △18 

２ その他 606 532 74 

純経常行政コスト Ｃ （Ａ－Ｂ）  9,038 9,405 △367 

１ 臨時損失 Ｄ 32 40 △8 

２ 臨時利益 Ｅ 12 2 10 

純行政コスト Ｃ＋（Ｄ－Ｅ）  9,059 9,442 △384 

 

◆主な増減理由 

（経常費用） 

・ 人にかかるコスト：一般会計等財務書類及び全体財務書類の増減理由と同様の理由となります。 

・ 物にかかるコスト：一般会計等財務書類及び全体財務書類の増減理由と同様の理由となります。 

・ その他のコスト：一般会計等財務書類及び全体財務書類の増減理由と同様の理由となります。 

・ 移転支出的なコスト：一般会計等財務書類及び全体財務書類の増減理由と同様の理由となります。 

 

（経常収益） 

・ 使用料・手数料：全体財務書類の増減理由と同様の理由となります。 

・ その他経常収益：一般会計等財務書類及び全体財務書類の増減理由に加えて、一般財団法人白馬村

振興公社 における自主事業収入が増加したこと等により、総額として増加しております。 

 

（臨時損益） 

・ 臨時損失：一般会計等財務書類及び全体財務書類の増減理由と同様の理由となります。 

・ 臨時利益：一般会計等財務書類及び全体財務書類の増減理由と同様の理由となります。 
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《連結純資産変動計算書》                         

自 令和 3 年 4月 1 日 

至 令和 4 年 3月 31 日                                   単位：百万円 

  R3 R2 増減 

期首純資産残高 30,749 30,865 △116 

 純行政コスト △9,059 △9,442 384 

１ 財源 
9,050 9,346 △296 

（村税、地方交付税、国県補助金など） 

２ その他 
△24 △19 △5 

（無償所管換等、資産評価差額など） 

本年度純資産変動額 △33 △116 83 

期末純資産残高 30,716 30,749 △33 

 

◆主な増減理由 

・ 財源：一般会計等財務書類及び全体財務書類の増減理由と同様の理由となります。 
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5. 分析指標 

【純資産比率】   R3 R2 

純資産合計÷資産合計      

企業会計の「自己資本比率」に相当し、資産のうち償還義務のない純資産がどれくらいの割合

かを表します。この比率が高いほど負債（将来世代の負担）の割合が少ないことになります

が、現在世代と将来世代との負担のバランスを取ることも必要となります。純資産比率は６～

８割程度が正常と考えられています。 

(一般) 78.3% 77.7% 

(全体) 64.5% 63.2% 

(連結) 65.1% 63.9% 

【流動比率】     

流動資産÷流動負債    

１年以内に償還する地方債や短期借入金（流動負債）に対して、手元の資金がどのくらいある

かを表すもので、この比率が高いほど短期的な支払能力が高いといえます。財政調整基金を増

やしたり、地方債の償還額を減らしたりすることで、この比率は上昇します。民間企業では２

００％以上あることが理想的であると言われています。 

(一般) 186.7% 170.0% 

(全体) 192.8% 178.9% 

(連結) 193.3% 182.2% 

【社会資本形成の将来世代負担比率】     

地方債÷有形・無形固定資産    

社会資本形成の結果を表す公共資産のうち、純資産又は負債による割合を見ることにより、こ

れまでの世代（過去及び現世代）又は今後の世代によって負担する割合を見ることができま

す。将来世代負担比率は１～３割程度が正常と考えられております。 

(一般) 15.7% 16.2% 

(全体) 20.7% 21.5% 

(連結) 20.3% 21.1% 

【有形固定資産減価償却率】（資産老朽化比率）     

減価償却累計額 ÷（償却資産帳簿価額 ＋ 減価償却累計額）     

資産老朽化比率が高い場合は、施設が全体として老朽化しつつあり近い将来に維持更新のため

の投資が必要となる可能性があります。６割前後が平均と考えられています。 

なお、この指標は、大規模改修や更新、施設等の除却などの更新投資を行わない限り、時の経

過に伴って毎年増加していく指標です。 
 

(一般) 67.7% 65.5% 

(全体) 58.7% 56.4% 

(連結) 58.7% 56.4% 

【各費用÷経常費用】     

物件費等割合 

(一般) 43.7% 36.7% 

(全体) 43.7% 38.2% 

(連結) 43.5% 39.0% 

その他の業務費用割合 

(一般) 0.9% 1.8% 

(全体) 1.8% 2.6% 

(連結) 1.8% 2.6% 

移転費用割合 

(一般) 38.9% 47.4% 

(全体) 40.0% 46.4% 

(連結) 40.0% 44.5% 

 

 


